
公益社団法人日本バイアスロン連盟　公益通報者保護規程（別表） 通報に係る処理の流れ

通報者に調査結果及び是正措置等

について遅滞なく報告

【代表理事】

※通報者への報告に当たっては

プライバシーに十分留意

不正行為等の事実なし

不正行為等の事実あり

不正行為関与者に対する処分内容

を速やかに検討

是正措置・再発防止措置の実施

【理事会】

職員等

（雇用職員及び業務委託契約職員）

公益通報窓口

【公益通報処理担当者（事務局長　荻野純一）】

・電子メールアドレス：biathlon_japan@yahoo.co.jp

・封書宛先：一般社団法人日本バイアスロン連盟事務局

公益通報処理担当者

通報内容の事実関係調査

【調査チーム設置者（代表理事　出口　弘之）】

通報内容に応じた調査チームメンバーを関係部署から人選

～弁護士、公認会計士・税理士その他有識者を加え、

効果的かつ実効性の高い調査チームを編成する～

調査対象者

事実関係に関する調査への協力（義務）
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事実関係調査・聴取 回答・弁明等

事実認定・

調査結果の取りまとめ


